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保育園下穂積キッズ三者協議会（第５回）会議録 

 

 

１ 日 時 

  平成 26 年６月 21 日（土） 午前９時 15 分から 

 

２ 場 所 

  保育園下穂積キッズ 

 

３ 案件 

 (1) 子どもが１人で帰宅したことについて 

 (2) ０歳児の受け入れについて 

 (3) 延長保育について 

 (4) 民営化後における保護者意見について 

 (5) 引き継ぎ保育について 

 

４ 出席者 

・ 保育園下穂積キッズ保護者 

会長 他 23 人 

・ 社会福祉法人 耀き福祉会 

理事長 他１名 

・ 保育幼稚園課 

中井課長・小西参事・前田係長・北川所長 

 

５ 発言要旨 

 

（ 市 ） それでは、改めまして、皆様、おはようございます。 

      本日、公私お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

      それでは、早速ではございますけれども、これより第５回の下穂

積キッズの三者協議会を始めさせていただきます。 

      これより議事進行につきましては、三者協議会の議長であります

中井保育幼稚園課長にお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 
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（議 長） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

      それでは、下穂積キッズの三者協議会を始めさせていただくに当

たりまして、この後の案件にもございますけれども、子どもが１人

で自宅に帰宅したという案件がございました。 

      このことにつきましては、大変、保護者の皆さまにご不安とご迷

惑をお掛けいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。 

      当時の経過、それから今後の対策等も含めて、しっかりと親御さ

んの方と協議をさせていただきました。 

その内容につきまして、１つ目の案件として、ご報告をさせて  

いただきたいと思います。 

      まず、先に、お詫びさせていただきたいと思いましたので、一言

ごあいさつをさせていただきました。 

      それでは、着席して進めさせていただきます。 

      それでは、１つ目の案件でございます、子どもが１人で帰宅した

ことについてということで、当時の状況、それから今後の対策等に

つきまして、園のほうからご報告をお願いしたいというふうに思い

ます。よろしくお願いします。 

（法 人） 平成 26 年６月６日の金曜日のことでした。 

本当に子どもさんが１人で帰宅をしてしまったこと、申しわけご

ざいませんでした。 

      着席をさせていただいてよろしいですか。 

      経過をお話しさせていただきます。 

      当日、６月６日金曜日、午後４時から５時半まで園庭で保育をし

ておりました。 

      ５時半ぐらいになりましたら、点呼を取って室内に入ります。 

ちょうど、園庭からジャングルジムの方のベランダ向きの園庭に

入るところで、４歳児さん、５歳児さん、それぞれ点呼をしまして

入りました。 

      一度、部屋に入ってお茶を飲んで、きく組さんからゆり組さんの

方に集合という形を取るので、そのときに、少し折り紙をしたいと

いう子どもさんの声に、職員が折り紙を取りに事務所に戻って、そ

れから保育室に帰ってきて、ゆり組さんと合同という形を取ったと

きに、不在になったと言うか、いなくなったということだと思われ

ます。 

      ちょうど、それが６時前後の時間帯で、多分、保育園の玄関前の

施錠があいたところをどなたかと一緒と言うか、間をくぐって出ら
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れたのではないかなと思われます。 

      それから、お母さまから「お家の方に帰っています」というお電

話をいただき、慌てて保育士が、どういう状態だったのかを確認さ

せていただきました。 

      今回のことは、本当にあってはならないことなので、私ども職員

一同、心を引き締めてやろうということで対策を考えました。 

      今後の対策としては、朝７時から９時まで、夕方４時から６時半

まで玄関付近に職員が立って、子どもたちが外へ確実に出ないこと

を見ていくということで、安全対策に努めます。 

      今回のこととは、直接、関わりはないと思うのですが、保育園の

玄関扉の施錠位置を高くいたしました。 

背の高いお子さんの手が届く可能性が見受けられましたので、そ 

のことも考慮して、少し高くしています。 

      今、ペンキを塗っていないのですが、他と同じように塗っていき

ます。それと同時に、こちらの責任ではありますが、今後、イレギ

ュラーな時間とかには、お父さまとか、お母さまに、門扉は必ず閉

めていただくようにご協力をお願いできたらなと思います。 

今後の対応策は、その後、すぐに緊急会議をもちまして、対策をし

っかりしていこうということで、安全対策が一番なので、子どもさん

の飛び出しもさることながら、子どもさんの安全に努めましょうとい

うことで、もう一度話し合いをやって、昨日も職員会議をしましたの

で、再度、みんなに必ず子どもさんの安全を確保してくださいという

ことで、職員一同、気を引き締めてやりましょうということにいたし

ました。申し訳ございませんでした。 

（議 長） ただ今、法人さんの方から、当時の状況と今後の対策についてご

報告をいただきました。 

      この件につきまして、何かご意見、ご質問等がございましたら承

りたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

（保護者） 去年、民営化対策委員をさせてもらって、今、たんぽぽ組の保護

者のＮと言います。 

      今回のことに関して、ちょっとびっくりしたのですけども、不幸

中の幸いで、子どもに何もなかったっていうところは、良かったな

っていうところですけれども、門前に立ってもらってというところ

は、以前も多分されていたとは思うのですけれども、これからもよ

ろしくお願いしますっていうところと、やっぱり、朝、晩の保育士

の数が一体どれぐらいなのかっていうところをちょっと教えていた
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だけたらなと思います。 

大体９時、５時は常勤の先生たちも手厚く見ていただいていると

思うのですけど、やはり、朝早く７時から９時まで、または、５時

から７時までの保育士の数は、どのような数を充てていただいてい

るのでしょうか。 

（法 人） 総計でということではなくて。 

（保護者） まず、総計でというところで、各クラスの人数も言っていただけ

たらと思います。 

（法 人） 正規の職員は、時差勤務をやっておりまして、別に、朝夕のパー

トさんがおります。 

それと合わせてのお話になるので、７時に、例えば、１歳児さん

は２人の先生ですというような、そういうふうなプログラムを組ん

でいます。その中で、先生が子どもの数に対しての対応数を、職員

の配置を必ずやっております。 

（保護者） おおよそでいいですので、大体。 

（保護者） 朝は、どれ位の数がいて、夜は、どれ位の数の先生たちいらっし

ゃるのかっていうところをお願いします。 

（法 人） ７時の時点では職員が２人おります。 

（保護者） ２人。 

（法 人） はい。 

      ７時半の時点でもう２人増えるので、職員が４人です。 

８時の時点で職員が８人です。 

      ８時半の時点で 11 人です。 

（保護者） ２人、４人、８人、11 人と増えていくっていうところで、朝は９

時まで対応をされているっていうことですね。 

（法 人） はい。 

４時半で 17 人、５時で 15 人、５時半で 14 人、６時で９人、６時

半の時点では５人です。 

（保護者） 済みません、５時で 15 人、５時半では。 

（法 人） ５時半の時点で 14 人、６時で９人、６時半の時点では５人です。 

（保護者） ６時半になると５人。 

（法 人） はい。ちょっと１日を抽出したので、大体なのですけど。 

（保護者） 大体ですね。じゃあ２階と１階でというところで、また、対応は

違うと思うのですけども、今の幼児さんの数と、この先生の数で大

体対応、安全というところでは十分な数なのでしょうか。 

（法 人） すべて子どもさんの数と、対数を見ていますので、きちっと対応
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しております。子どもさんの人数の変化に合わせた職員配置になっ

ております。 

（ 市 ） 朝、晩の保育士は必ず２人配置しなさいっていうことが決まって

います。その間にお子さんが増えていく、もしくは、減っていく場

合、その対数に応じた職員配置は、必ず、守られているということ

です。 

（保護者） たんぽぽ組のＳと申します。 

      私、今うちの子、朝７時半までに預けているのですけれども、朝、

晩の対応をしていただいているというお話で、夕方は、確かに６時

過ぎに迎えに来ても、先生が必ず門のそばに立ってくれているので

安心かなと思うのですけども、朝の方は、ちょっと、もちろん時間

帯が早いというのもあるのですけれども、出入り口の廊下のところ

で、ちょっと見渡せるところで先生が、電話とかの対応とかもあり、

居ないときとかもあるので、最初の事件が発生した次の週ぐらいは、

結構、居てたかなっていう気がするのですけど、今週ぐらいになっ

てくると、ちょっと、もちろん、そういう何か子どもに手が掛かっ

たりとか、そういうこともあるので、あれなのですけど、ちょっと

感覚的なので、もちろん職員の数、先生の数は足りているとは思う

のですけれども、ちょっと、今一度、朝も気を付けていただく、ち

ょっと、うちの息子、最近、保育園、朝嫌がって、何か出ていこう

として、もちろん私も止めるのですけど、自分の事情であまり走っ

たりできないっていうのもあるので、そこだけお願いします。 

（保護者） たんぽぽ組のＩと言います。 

      今年から入っているので、これまでの経緯とかはきちんとよく分

かっていないのですけれども、多分、職員の数とか、そういうのは、

きっと、児童の数に応じて増減させているからっていう話だと思う

のですけど、多分、これって１人、２人増やすと、目が多くなるか

ら、その分、安全になるけど、ゼロになるかって言うと、そういう

ことじゃないと思うのです。 

やっぱり人が見ている以上は、必ず、ミスが出ると思うので、多  

分、見ていただくというのは、１つ必要なことだと思います。 

子どもさんが出ていけたっていうことは、保護者側にも多分あっ

て、門扉が開けられたっていうことですよね。 

      恐らく、私も迎えに来るときに、よくそうなのですけども、次に

人が来るとか、出そうかなと思ったら、やっぱり、そのまま、ちゃ

んと閉めないで入っていったりとか、閉めないで出ていったりする
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ことがやっぱりあるのです。 

後から誰か来るかなと思って、そのままにすると、門扉が開いた状

態になってしまう。多分、そういうことが起きたから出ていけたのか

なと思うのです 

だから、門扉が「がちゃがちゃ」と手で閉めるから、何か、やっぱ

り、保護者側も面倒くさくなって、次に来そうだったら、そのまま開

けとこうとか、やっぱり両手ふさがってたらとかっていうことを考え

たら、そうなっちゃうから、何かこう、そのまんま閉まったら、もう

開かないようになるとか、何か、オートロックみたいな感じで閉まる

ようになれば、そういったところのミスは防げるのではないのかなと

思うのですけど、そういうような対策っていうのはできないものなの

でしょうか。 

（法 人） 実は、オートロックは備えているのです。 

ただ、オートロックをすると、次に開かない、外からは開かない状

態になります。中からは、開けられる状態ではあるのですが、日中、

お母さんたちの出入りがないときは、ロックを掛けて、チャイムで応

対という形を取っているのですが、朝、夕の時間帯になると、機会が

多いので解除しているっていうことになっているのです。 

（保護者） なるほど。そういう設備は入っているけれど、時間帯によっては、

不都合が多くて、なかなかできないっていうことなのですかね。 

（ 市 ） 公立の保育所は、全てオートロックが付いていまして、他の保育

園も大体、付いていると思うのですけども、朝、夕の送り迎えの際、

保護者の方がたくさん出入りされるときには、開いた状態で、ある

程度、送迎が終われば、そこは施錠することになります。 

その後は、インターホンを押していただいて、出入りしていただく

っていうのが、基本です。 

（保護者） そうですか。分かりました。 

（保護者） Ｓです。先ほど、私も、いつも夕方４時半ぐらい、朝は７時半ぐ

らいに来させていただくのですけど、先生によっては、門のとこに

立たれている先生と、やっぱり廊下でお子さんが泣いていたりする

こともあるのだと思うのですけど、廊下のところで見ている感じ、

門のところを見ている感じだけだったりするので、多分、朝７時半

には、２階に２人の先生たちが上がられていると思うのですけど、

そうなると門の先生とか、もし、門にいたら幼児さんは、１人って

いうことになるのですね、この人数でいくと。 

（法 人） ７時半の時点では、２階に０歳、１歳さんだけ上がって、２歳児
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さんから５歳児さんまで１つのお部屋に入るので、上に２人の先生

がいて、下に２人の先生がいます。 

（保護者） 門のところに立たれる先生がいたとしたら、１人になっちゃって、

もし、トラブルが発生したとき、おしっこが漏れちゃったりとかし

たら、ちょっと１人でどうなのか、やっぱり門の方がおろそかにな

ってしまうのかなっていうのと、今は、中から外に出ちゃったこと

であれなのですけど、不審者がもし来た、その不審者も今の状態だ

と、入りやすっていうふうな気はするので、その辺のところです。 

（保護者） Ｍです。 

      実は、上の子が、すみれのときに、２歳のときなのですけど、勝

手に外へ出ているのです。 

      土曜日で、親としては、もう保育所の部屋の中に入れたつもりで、

私も急いでいたので、もうちゃんと入っているのか、どうかって言

われたら、ちょっと本当に怪しいなと、自分も入れたような気はし

ているけど、どっちかなっていうのがあって、入れたつもりで土曜

日に、夕涼み会の実行委員があって、２階に上がってきたら、上の

子が来てないよっていうふうに、ちょっと先生に、下は来ていたの

で、上の子来てないのっていうことで、ちょっと先生に声かけても

らって、えって思って、探しに行ったのですけど、靴がなくて、所

庭にもいなくて、前も見たのですけど、そのときは居なかったので、

私もちょっとパニックになってしまって、本人が２歳だったのです

けど、戻ってきたので、わって門の外で泣いていて、最初、見たと

きはいなかったけど、戻ってきてわっと言っているのが聞こえたの

で、そのときは、保護者の方も閉められていたので、本人は、１人

で中にも入れない、だから門の前まで戻ってきて泣いていて、門扉

を開けて中に入れたのです。 

      そのときは、正直、何でという気持ちあったのですけど、ちょっ

と冷静に考えると、自分もちゃんと入れたかどうかも分からないっ

ていうのと、あと、やっぱり、開けっ放しになっているのも、保護

者の対応が、自分も後ろに人が居たら開けっ放しにしたりとか、入

るから大丈夫かなっていう気持ちで、開けっ放しにするっていうこ

とをしていたので、そのときも本当に、それは、ちょっと保護者と

しては、自分も気を付けないといけないなっていうことと、もう１

つは、これも旦那に言われたのですけど、「やっぱり自分の子どもに

保育所を出たらあかんよっていうことは、話をしていかないとあか

んよな」と、「やっぱり何かあったときに、戻ってきたから良かった
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し、何もなかったから良かったけど、やっぱり子どもが、もう２歳、

３歳、４歳となっていくので、分かる分からないは別としても、や

っぱり危ないから、それはしたらあかんということは、話しないと

いけない」っていうことを、ちょっと旦那に言われて、そのときや

っと何かこう、あっ、本間やなって、ちょっと自分の中に思えたと

ころがあったので、保育所側としては、やっぱり子どもが出ないよ

うに対応をきっちりしていただきたいし、それで何かあったら本当

に取り返しがつかないので、ここはちょっとお願いしたいのと、や

っぱり保護者の皆さんも、ちょっとそういうことが私もあったので、

門の開け閉めを、やっぱりきっちりするっていうことが一つと、お

子さんの方にも話して、保育所の方でもそうですし、家庭でもちょ

っとそういう話はしていかないといけないのではないかなと。 

０歳とか、１歳が勝手に出るっていうことは、多分ないので、もう

２歳、３歳になってきたら話が分かる子も、段々、出てくるし、もち

ろん保育所に行きたくないとか、調子が悪いときもあると思うので、

ぱっと出てしまったりとかあると思うのですけど、ちょっと話をする

と言うか、ちょっと家庭の方と、保育所の方と、一緒に努力してやっ

てほしいなと思います。以上です。 

（保護者） ゆり組のＳと申します。 

      今回の件で、保育園側の対応というのも、もちろんあると思うの

ですけど、私も同じで、保護者側も、ここまで連れてきたら安心っ

ていうのではなくて、自分が預けて「お願いします、ありがとうご

ざいました」と言って帰るまでは、やっぱり保護者も自分の子ども

だけじゃなく、園の皆さんの子どもも一緒に守るべきだと思ってい

るのですね。 

今回、起こったことっていうのは、外から点呼して戻って来られて、

折り紙を取りに行かれたっていうところで、一応、点呼が終わって、

入られたときだったのですけど、私は、最近、お迎えが遅くて、部屋

に戻っているところに、迎えに行くのですけど、以前は、少し早くて

所庭で遊んでるときに迎えにいける時間帯に来ていたのですが、それ

私の怠慢なのですけど、子どもを迎えに行って、いつもは、先生に必

ず声をかけて帰っていた、連れて帰りますっていう意味を込めて、あ

りがとうございましたとか、先生さよなら言ってねっていうのをして

いたのですけど、ぱっと見渡したときに、先生方がいらっしゃらない

ときは、割と声をかけずに、そのまま帰ってしまっていたことがあっ

たのです。 
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以前は、もちろん先生が、門に立っておられたときもあるのですけ

ど、何かの用事で戻られていたら、そこでもう声をかけずに帰ってし

まうっていうことがあったのです。 

本来であれば、私が先生を探して、うちの子を連れて帰りますって

声かけをすべきだったなと、今、この状況のお話を聞いて思ったので

すけど、なかなか急いでいたりして出来ないこともあるので、例えば

ですけども、これ言ったら保護者の方にすごく負担になるかも知れな

いので、一案と言うか、参考としてお聞きいただけたらと思うのです

けど、帰るときに、うちの子を連れて帰りますみたいな、確かに、今、

来たときに丸付けて、ノート読んでいると思うのですけど、あれを出

るとき、子どもを連れて出るときに丸してください、帰るとか、先生、

門のところでチェックしていらっしゃると思うのですけど、何かの用

事で、もし、ちょっとでも離れてしまうっていうときは、それを書く

ようにと言っていただいたら、保護者の人が、そこにうちの子連れて

帰ります、丸をして帰るっていうことで、より一緒に守るっていうと

ころを特化していくのも大事なのではないかなということで、これは

さっきも言いましたけど、また、そんなことするのって、保護者の方

からは負担が大きいわって言われるかも知れないのですけど、私は、

一緒に守るということを、もうちょっと子どもにも、ママがここへ書

くまでは出ちゃだめよっていう、何か、この目安にもなると思うので、

一つ、そういうところも、もし会議とかされるようでしたらご検討い

ただけたらありがたいなと思います。よろしくお願いします。 

（保護者） きく組のＯです。 

      子どもが４歳児ということで、うちの子が１人で帰ってきたので

すけれども、これは６月６日の夕方に起こったのですが、その前日

の６月５日にも同じようなことが起こりまして、お迎えに行きまし

て、絵本の貸し出しのタイトル名とかを書いている隙に、どなたか

と一緒に外に出てしまっていたのです。 

それで、私が色々と探していると、外に出てしまっていて、そうい

うことがありまして、会長のＫさんに相談させてもらって、翌日に扉

の開閉について、保育園の方から張り出しをお願いしたのです。 

      そのとき、正直、それだけで安全なのかなとは思っていたのです

けれども、次の日、また同じようなことが起こりまして、私がちょ

うど６時にお家に帰りまして、ちょっとシーツを取りに帰っている

ときに、６時１０分過ぎぐらいに、玄関にママって大きな声で聞こ

えたのです。 
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それで玄関に行ってみると、うちの子が立っていたのですけれども、

リュックも何も持たずに、あれ、どうしたのだろうと、初め、意味が

分からなくって、すぐに保育園に、家族の誰かが、迎えに行っていな

いかを確認した後だったので、６時 15 分ぐらいに保育園に電話させ

てもらったのです。 

それで先生から確認しますということで、そのとき対応していただ

きまして、６時半過ぎぐらいに３人の先生が謝罪と今後の対策につい

て言いに来ていただきました。 

      その後、市役所の方からも謝罪のことを聞きました。 

それで、今後の対策ということで、私の色々な気持ちとか、何時ご

ろまでお願いしたいということで申し上げましたら、すべて受け入れ

ていただきまして、このようなことになっているのですけれども。 

      今回の対策として、６月５日にも同じようなことが起きているの

です。実際問題、私がもうお迎えに行ったので、そこで私の責任に

なるかも知れないのですけれども、やっぱりこう、その時点でも扉

の周りは、やっぱり皆さんがおっしゃっているとおりに、一緒に出

てしまうとかということが考えられるので、やっぱり、そのときに

も１人、先生に立っていただく必要があったのかと思っています。 

      今後の対策ということで、色々、もうすぐに素早い対応をしてい

ただいて、私としては、もう安心して、子どもを任せられると思っ

ています。 

（保護者） ちょっと聞きづらい話なのですけど、こういったことって、茨木

市内の他の保育園で起きたことってあるのでしょうか。 

      もし、ある園があったらどういった対策を取られているのかって

いうところを、同じ、今回と同じような対策を取られているのか、

それとも実は、それでも、なお、起きたからプラスアルファの追加

の対策しているのですよとか、そういった情報とかって、市役所の

方では持たれていないですか。 

（ 市 ） 実際に、本当はあってはならないことでして、過去に民営化をし

た保育園で一度こういう事例がありまして、そのときも同じように、

門扉のところに立っていただくとか、保護者の方と、もちろん三者

協議の方で協議をさせていただいて、会議録にはそういう形で残っ

ている状態です。 

（ 市 ） 今、Ｍさんの方でお話していただいたように、この下穂積で３年

前に一度、出ていって戻ってきたっていうことがあるのですが、あ

と他、公立保育所では聞かないです。 
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（保護者） じゃあ、１例があったところは、そういう対策を打って、再発は

していないというところですかね。 

（ 市 ） そうですね、はい。 

（保護者） はい、分かりました。 

（議 長） その他に、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

      今、たくさんの保護者の方がご意見、ご感想をいただきましたの

で、そういったことを参考に、保護者の方と連携をさせていただい

て、今後、より一層、子どもの安全確保に努めていきたいとに思っ

ておりますので、今後とも、是非、ご協力の方、よろしくお願いい

たします。 

      それでは、２つ目の案件のほうに入らせていただきたいと思いま

す。 

      ０歳児の受け入れについてということでございます。こちらの方

は、市からご報告をさせていただきたいというふうに思います。 

（ 市 ） それでは、０歳児の受け入れについてご報告をさせていただきま

す。 

      移管前の下穂積保育所におけます定員の弾力化後の入所児童数で

ございますけれども、０歳児が 10 人、１歳児が 22 人、２歳児以上

26 人、合計で 136 人の児童が入所しているという状況でございまし

た。 

      基本的には、移管前の定員を継承していただくということとして

おりますけれども、定員を変更する場合、弾力化ということを含み

ますけれども、移管法人と市が協議することとしております。 

      現在、０歳児の保育士の配置が４人いらっしゃいまして、その配

置からいたしますと、０歳児が 12 人まで受け入れが可能ということ

になっております。 

      本市の待機児童の状況も踏まえていただきまして、６月から、６

月の初日と 15 日の入所になるのですけども、１人ずつ、０歳児を 12

人受け入れていただいているというものでございます。 

      なお、児童１人当たりの面積につきましては、3.3 ㎡ということで、

換算いたしますと 39.6 ㎡の面積が必要でございます。 

今の０歳児のお部屋の面積は、46.5 平米でございますので、１人 

当たりの面積基準は満たしているという状況です。 

この件につきまして、ご報告をさせていただいて、ご理解、ご協力

をいただきますよう、お願いをしたいというふうに考えております。

報告としては以上でございます。 
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（議 長） ０歳児の受け入れについて、１点、報告の方をさせていただきま

した。 

この件について、何かご質問等ございましたら承りたいというふ

うに思います。 

（保護者） 来年以降も 12 人ですか。 

（ 市 ） そうですね。 

      ただ、来年になりますと、新制度、子ども・子育て新制度に移行

という形になっていきます。平成 27 年４月からです。 

      今のところ、国の方では、定員の弾力化も一定、認めますよとい

う方向性は出ているのですけど、まだ、確定しているわけじゃなく

て、実は、定員と利用定員っていうのが、今度、新たに定めるよう

になります。 

定員っていうのは、あくまで認可の定員なのですよ。 

だから、例えば、120 人っていう下穂積の定員、これが認可の定

員なのですよ。 

      利用定員っていうのが、今、例えば、136 人なのですけども、その

制度上は、定員を超えて利用定員が設定できないというふうに、国

の方で考えられています。 

      定員の弾力化というところで、120 を定員なのですけど、136 まで

認めましょうという動きも今、国の方であります。 

だから実際には、本当に 12 人という入所児童数が確保できるかっ

ていう問題もあるのですけれども、まずは、そこの国の制度がはっ

きりとした時点で、定員をもしかしたら 140 に変えないといけない

かも知れません。 

そうしないと 136 人が入らないっていう形になります。ですので、

そういうところは、また、法人さんと少し協議をさせていただいて、

もちろん決まり次第、また、色んなことはしっかりとお伝えをさせ

ていただきたいなというふうに考えております。 

今の現時点では、一応、今の定員を確保したいというふうには考

えております。 

（保護者） その方向でお願いします。 

（ 市 ） はい。 

（保護者） たんぽぽ組のＮです。 

      待機児童がとても茨木市、多い中で、こういったことをすること

がいいこととは思うのですけれども、これまで下穂積保育所の場合

は 10 人でいたところが、今年の６月から 12 人になったっていう、
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今年度なったというところの経緯は、どういったところでしょうか。 

これまで待機児童もあった中で、ずっと 10 人でやっていたところ

が 12 人に、このキッズになってから受け入れるっていうふうになっ

たところの経緯はどういったとこでしょうか。 

（ 市 ） 実施に対数配置っていうのが決まっておりまして、４人の保育士

ですと０歳児ですので３対１っていうのが決まっています。 

      もちろん公立でもそれは同じなのですけれども、そこを２人入れ

ることによって、やはり運営についても法人さんの方にすると１人

の保育士を必ず確保しないといけない状況になります。 

児童が 10 人いますと保育士は４人です。保育士を１人確保するこ

とになります。児童２人が入ることによって、同じ対数で見ること

ができるのですけれども、やはり運営のところで、お子さんが入っ

ていただくことによって、負担金も増えることになります。 

やはり安定的な運営とかを少し考えますと、法人さんにとっては

そういうところっていうのは、非常に重要なところになってきます

ので、そういうことも１つの理由ではあるというふうに考えていま

す。 

（保護者） ちょっと今の話を聞くと、公立ではお金とかが、そんなに関係な

いので、子どもに対して手厚いことができたけど、民営化になった

ので、収入面で必要なので増やしましたというふうに取れるのです

けれども、その点はいかがでしょうか。 

保護者としては、公立が民営化になって、そういうところで公立は

恵まれていたのに、民営化になったことで変わってしまったって聞こ

えるのですけどね。 

（ 市 ） 待機児童の状況も１つの理由としては、大きいところでもありま

す。先ほどの負担金と言うか、お金の部分、それも１つの理由では

あるとは思うのですけど、やはり待機児童が、この４月で 104 人っ

ていう茨木市の待機児童数なのですけども、整備をしっかりとして

るのですけれども、それ以上に、やはり申し込みの数が増えてきて

いるというのが現状でして、やはり、そういうところも定員の弾力

化ということで、公私連携してやっているところなのです。 

だから同じように、公立でも、そういう弾力化っていうのはさせて

いただいていますし、もちろん去年の定員よりも、実際に待機児童が

多いということで、入所が増えることもありますし、もちろん要配慮

という形で緊急に保育所に入所していただかないといけないってい

う状況もあったり、そういうところでは公立でも増やしたりはしてい
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ますので、私立になったから、少し定員をっていう形ではなくて、公

立も、私立も、一緒に協力・連携をさせていただきながら増やさせて

いただいているっていうのが現状ですので、ご理解いただけたらなと

思います。よろしくお願いします。 

（保護者） 10 対４で見てもらっていたので、手厚いなというふうには思って

いたのです。 

もう考えたら 12 対４が正規の人数なので、それはもう仕方がない 

かなと思っているとこはあるのですが、二人プラスになったからと

いって、これができなかったとか、子どもに対して、きっちり目を

向けられなかったっていうことだけないように、やっぱりプラスに

なった分、先生たちの負担も大きくなるとは思うのですけど、きっ

ちり子どもを見てほしいなと思います。 

（保護者） 追加して、待機児童が多い中で、今、沢山の無認可の保育所が増

えてきています。 

そこで待機児童を補うっていうのではなくて、認可したところで

見ていくっていうところの姿勢は、市が、しっかり持つべきだし、

今、キッズになって、私立の方で受け入れるっていうところ、もち

ろん公立でも、そういうところをどんどん条件が合うならばしてい

ただいて、しっかりとしたところを手厚くするっていうところを、

別に、無認可が悪いっていうわけではないですけども、やはり安全

面っていうところでは、私たち、本当に信頼して子どもを預けてい

ますので、公私とも、０歳児の待機児童がすごく多いのだから、そ

このところは、もう押し込むっていうようなものではなく、しっか

り条件が合えばいいっていうわけでもなく、ただ増やせばいいって

いう、施設を増やせばいいだけではないっていうところを、市の方

で、私は、茨木市民ですので、しっかり理解していただいて、先生

たちだけにお願いしますではなくて、公立の公務員の方々もそのあ

たりは、しっかり認識していただきたいと思います。 

（ 市 ） はい、ありがとうございます。実際、平成 25 年度の定員増も含め

まして、建て替えがあったりとか、あと、私立さんの方で、定員を

10 人増やしていただいたりとか、新しく保育所を建てたりとかって

いうことで、290 人定員を増加しているのです。 

      実は、平成 25 年４月の時点での待機児童数が 126 人だったので、

290 人の定員を増やしているのですけれども、今回、それでも 104 人

の待機です。 

その前も整備をしていますが、今後、少子化の進展がありまして、
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子どもの数っていうのは、少なくなっていきます。 

現在、そういう潜在的なニーズも含めまして、整備計画を大体、秋

には確定すると思うのですけど、夏ごろまでに方向性が定まってくる

と思います。 

その中には、認可の保育所っていう形もありますし、地域型保育と

いう新しい制度ができまして、０、１、２歳の小規模保育園とか、そ

ういうのも認可の中に含まれてくる形になりますので、その辺はしっ

かりと整備計画をつくって対応していきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

（保護者） 子育て新制度の件なのですけれども、来年からっていうことなの

ですけども、まだ、保護者には、具体的なことが決まってない中で、

そうやって話が進んでいるかと思うのですけれども、来年の入所と

か、持ち上がりに関して、何か、大きく保護者がしなければいけな

いとかというのは、今のところないのでしょうか。 

（ 市 ） 新制度になりますと、まず、保育時間の認定というのが出てきま

す。 

だから、保護者の方には、申し込みと同時に、保育認定を受けてい

ただく必要がありますので、申請をしていただくという形になります。 

でも、そんなに大きく変わらなくて、今の勤務証明とか、通勤時間

とかも書いていただいていると思うのですけれども、それを提出して

いただくことによって、お子さんの保育の認定をさせていただく、具

体的には、保育標準時間っていうのと、保育短時間っていうのに分か

れます。 

保育短時間っていうのは、８時間です。 

保育標準時間っていうのは、11 時間です。 

通勤も含めた形で、認定書を交付するっていう形になります。 

それが今の新制度の流れです。 

だから少し変わるとすれば、認定書が交付される、市から、各保護

者の皆さまに認定書が交付されるっていう形の変更はあると思いま

すけれども、大きく、申し込みの流れが大きく変わるということは、

そんなにはないかなって思います。 

      ７月の広報に、今、こども政策課の方でチラシを作成しておりま

して、全戸配布をさせていただく形で、今の国の流れというか、新

制度の流れと、どういう教育、保育施設がありますということ、例

えば、認定こども園だったり、先ほどの地域型保育っていわれる部

分と、今までの認可の中にいた保育園でありますとか、そういうの
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を７月号の広報に、一緒にチラシを入れさせていただきますので、

そこには、かなり詳しいことは載っていないと思うのですが、大き

な国の流れというのは載っていますので、また、ご覧いただけたら

なと思います。 

その都度、そういう詳しいことが分かれば、そういう形で周知をさ

せていただきたいというふうには考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

（議 長） よろしいでしょうか。次の案件に移らせていただきます。 

      それでは、３つ目の案件であります「延長保育について」という

ことで、法人さんからご相談をいただきましたので、その内容につ

きまして、市のほうからご説明をさせていただきたいというふうに

思います。 

（ 市 ） それでは、延長保育の実施方法と保育料の徴収についてご説明を

させていただきたいと思います。 

まず、実施方法でございますけれども、現在、午前７時から午前７

時半まで、それと午後６時半から午後７時までが延長保育時間でござ

います。 

法人さんからご提案いただいた内容につきましては、開所時間は午

前７時からで変わらないのですけれども、午前の延長保育時間を廃止

させていただきたいということが１つです。 

それと、午後６時から午後７時までを延長保育時間、１時間という

ふうにさせていただきたいというのが提案でございます。 

ただし、午後６時から６時半までは、今まで延長保育料をいただい

ておりませんので、これはいただかずに、これまでと同様に、午後６

時 30 分から７時までの１回 300 円、月額 2,500 円にさせていただき

たいというご提案でございます。 

      なぜこういうふうになったかというのも、それも先ほどの少しま

た運営費の関係で、お金の話にはなってくるのですけれども、保育

対策促進事業費というのがございまして、国の補助制度があります。 

延長保育時間が 30 分の場合は、30 万円の補助が国から出ます。 

それが延長保育が１時間になりますと133万5,000円の加算がござ

いまして、閉園前の１時間を延長保育時間といたしますと、より効率

的・効果的な保育所運営の一助になるというものでございますので、

このようなご相談もあったものでございます。 

また、そういう運営費の加算部分があった部分については、また法

人さんで保育の内容に還元していただいたりとか、そういうことも今
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後、検討していただけるのかなというふうには考えております。 

延長保育の時間の位置づけは変更になりますけれども、保護者の皆

さまの料金的なご負担が増えるというものではございません。 

また、５年後の変化というものを考慮していただきますと、この時

期から、周知していただけるというふうに考えていただくことも可能

かなと、保護者の皆さまで、そういうふうに周知をしていただけるの

だなというふうに思っていただくことが可能かなというふうに思っ

ておりますので、ご検討いただきますよう、よろしくお願いしたいと

思います。 

ただ、法人さんからは、必ず、このように変更したいっていうこと

ではなくて、皆さまのご理解を得て、変更できるのであれば、そのよ

うにできればという考えでございますので、ご理解、ご協力いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

      過去の８か所の民営化におきましては、保護者の皆さまのニーズ

というのを勘案していただきまして、むしろ延長保育２時間という

のを、本当は 30 分なのですけど、７時までを８時まで運営されてい

る保育園が３園ございました。 

そういう保護者の方のニーズも含めて、ご理解をいただきながら進

めさせていただいたという経緯もございます。 

説明としては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（保護者） ５年後には、６時から延長料金が加算される可能性もあるってい

うことですか、今の話を聞くと。 

５年間は変えないという方針って言うか、決まりのもと、６時半か

ら延長料金をもらうっていうことで多分決まると言うか、お話が進め

られていると思うのですけど、今の流れを聞くと、どうも５年後は６

時から延長料金が入るかも知れないよっていう、覚悟してよっていう

ふうに聞こえるのですけど、そういうのも。 

（法 人） 全く５年後の６時っていうのは、頭の中には、今、無いです。 

そのように聞こえたとしたら、申し訳ないと思いますけれども、ま

だ、それはなくて、今のこの延長のお話も、先生の対数っていうこと

もありますし、すぐにそれが、お金がっていう話もさっき言っていた

だきましたけれども、それよりも対数とか、今、この時期なのかなと

いうことと、保護者の皆さまが必要なのかどうか、今のままでいいと

思ってらっしゃるのか、どうかっていう意見をお聞きした上で、少な

いよりも運営費はあった方が、それは手厚く還元できるということも

ありますけれども、その前に、今日お聞きして、職員の対数が可能で



 18

あるかっていうことも含めて、すぐにするぞとか、５年後は絶対する

ぞというものでもなく、１日１日を今、必死なので、５年後には、ま

だ至っておりません。 

（保護者） 分かりました。ちょっと何か言い方のとらえ方なのかも知れませ

ん。ちょっとすみません。 

（法 人） 申し訳ありません。 

（保護者） 延長保育が６時からっていうことになると、今だと、そのぐらい

に、６時から６時半ぐらいのお迎えの方がかなりいらっしゃると思

うのですけども、勤務時間プラス通勤時間での保育っていうことに

なっているので、延長保育のこの申請書があるじゃないですか、今

だったら６時半以降の人だけ出していると思うのですけど、６時か

６時半の人が、また、それを出さないといけないし、もし勤務時間

プラス通勤時間が、６時を超えない人だったら、ぎりぎりの人たち

が延長保育を受けられないとか、６時までに頑張って迎えに来ない

といけないよみたいな感じになるかなと思うのですけど、その点は

いかがでしょうか。 

（ 市 ） 基本的に、法人さんとご相談をさせていただいたときには、今と

全く変わらないです。ただ、午前の延長がなくなるという形です。 

午後の６時半からの方は、延長保育が必要だと書いて、出していた

だいていると思うのですけど、実際には、午前の延長保育がなくなる

という分だけで、今の手続とは何も変更がないのです。 

今だったら、朝の延長も書いて、出していただいていると思うので

すけれども、朝がなくなって、午後の方だけ、６時半以降の延長だけ

が変更になる、変更になると言うか、今までどおりっていう形になる

ので、保護者の方にとっては何の変更も、午前がなくなるというだけ

で何の変更もないというふうな形でとらえていただいた方がいいか

なというふうに思います。 

（保護者） 午前がなくなるっていうのは、時間は一緒やから午前、延長保育

していた人たちはあれですか。 

（法 人） お支払いがなくなるっていうことになる。 

（保護者） お支払いがなくなるっていうことですね。 

（ 市 ） そうです。 

（保護者） 午後の人は、いつも６時半超えたらっていうのは一緒ですよって

いうことですね。 

（ 市 ） はい、そうです。 

（保護者） だから保護者にとっては。 
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（ 市 ） はい。朝利用されている方は、ご負担が減るという形にはなると

思います。 

（保護者） 今、先生に色々聞いていたのですけども、７時半を待って預けて

行かれる方がかなり多いので、その辺がぎりぎりの線でっていうと

ころなんで、７時からにしてしまうと、そのあたりの方がちょっと

余裕を持って早く来られると、７時から７時半がかなり増えると思

うので、その点で先生を増やさないといけないとか、先生方のご負

担も増えるのじゃないかなっていうのは思います。 

（法 人） そうですね。それが想像されるので、安易ではないなと思ってい

ますので、対数と意向調査、何名ぐらいなのかなっていう、８時の

方が来られるっていうことはないと思うのですけども、７時半の方

は増えるんじゃないかなっていうことで、何名なのかなっていうこ

とも、ちょっと慎重にやりながら、希望はその制度を使いたいって

いうのは思っていますけど、まだ、ちょっと意見をお聞きしてから

っていうことで、前もって提案、こういうことを考えていますって

いうふうに受けとめていただけたらありがたいです。 

（保護者） それって何か、こう園の保護者に対してアンケートとかっていう

のは取られるのですか。 

大体の人数を把握するためっていうのも踏まえて、アンケートみた

いなのは取られないのですか。 

微妙な時間の人が一斉に来られるっていう、大体の予測は付くかも

知れないですけど、でも、本当に、もう７時半を待ってる人って、多

分いると思うのですね。 

そういうのって、園が考えている人数と保護者が期待する人数って

いう違いが、逆に、ふたを開けた時に人数が足りないってなるのが、

ちょっと怖い部分ではあるのですけど、そういう改善じゃないですけ

ど、慎重な部分っていうのは、どういうふうに考えようと思っている

のか、今、ちょっと聞いていて思ったのです。 

（法 人） 以前８時までの延長をした保育園とかは、ニーズがあるかどうか

というのを調査したようなのです。 

ただ、７時から、早朝の延長保育を解除するというところで意向調

査されたかまでは。 

ただ、今、おっしゃっているように、実数が思ったよりも多かった

となると、保育士の配置に影響があって、引いては、子どもさんに影

響があることなので、そこを慎重に取り組みたいと思っているのです。 

今、いらっしゃる方で７時から８時までいらっしゃる人数を把握す
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れば、大丈夫かなという気もするし、逆に、じゃあ７時半があるのだ

ったら、ちょっと勤務時間帯を少し変えようかという方も、もしかし

たらいらっしゃるかも知れないので、正しく、もし数値を判断するに

は、調査の方が的確かなという気はするのですが、そこは、もうちょ

っと、今までの経過など、民営化した保育園さんのことを、また、市

にお聞きして、どういうふうなのが一番、的確にニーズを掴めていっ

たのかなということをお聞きしたいなと思います。 

（保護者） そもそも保育士、お金はとても大切だと思います。130 万円と 30

万円の違いですね、100 万円の差があるということはとても大きいし、

公立の先生が正直、民営化になって半分以上の先生が残ってくださ

ったけれども、給与はどうなっているのかなというところは、正直、

自分の中でもすごく、どうなっているのかなというところを、先生

たちも時間、早出をすれば負担もかかっているし、先生たちの負担、

つまり給与っていうところは、すごく預けている親としてもどうな

っているのかなっていうところはあって、財源っていうところをど

うしているのだろうっていうのが正直あります。 

      ただ、保育所の存在っていうのは、そもそも保育にかける時間を

預かっていただくっていうところですので、多くは９時、５時だっ

たとして、５時に終わって、６時に帰って来れるかっていうところ、

６時から延長保育になるのだったら、それまでに迎えに行くってい

うところは、保育にかける条件をカバーしているのだろうかってい

うとこはありますよね。 

その延長保育や保護者の負担がないっていうところはもちろんで

すが、６時から延長保育をという概念にするとなると、仕事が終わっ

て迎えに行く時間が６時でいいのかっていう、６時まででいいのかっ

ていうところですよね。 

もちろん負担もないし、用紙も書かなくていいよ、５年後もお金取

ろうとしないよと思っているかも知れないですが、そもそも保育所の

存在っていうのは、皆さんやっぱり保育にかける時間をカバーするっ

ていうところですよね。となると６時が延長保育の概念でいいのでし

ょうか。考えてらっしゃらないと言いますが、延長保育料を取るって

いうところは。 

ただ、後々どうなるか分からないし、私たちが、子どもが成長する

につれて、私たちも卒業していく訳であるから、そこをずっと見守っ

ている訳にもいかないですけれども、延長保育なのだから、お金取り

ますよって、あのとき取らないって言ったじゃないですかなんてだれ
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もここで言えないので、やはり、そこは、あんまり今、取らないんだ

ったら良いっていうふうに考えるのではなくて、やっぱり、そもそも、

もちろん 100 万円は、とても大きいと思いますよ。100 万円は大きい

し、2,500 円ですかね、月、延長するとしたら、それが 100 人いても

100 万円にはならないですよね。 

だから、100 万円もらうほうがいいのですが、保育に欠ける条件っ

ていうところでどうなんでしょうかね。 

（ 市 ） まず、今の保育所の制度っていうのが、基本の開所時間が８時間

っていうのが決まっています。 

あとの延長するしないは、保育園、保育所の自由なのです。 

その延長保育するか、しないかっていうところは、やはり入所して

いる子どもの保護者の方の就労条件であるとか、そういうところを勘

案して、園長が定めなさいということにはなっているのですけど、基

本は、今の制度ですけれども、基本は８時間というのが、開所時間で

す。 

ただ、茨木市の保育園、全てで、11 時間の開所をしていただいて

います。それを、11 時間を超えた後に、国の制度は、そういうふう

になっているのですけども、11 時間を超えた後に、そういう補助制

度があります。 

11 時間を超える部分については、延長保育というふうになるので、

それの考え方が朝７時から午後６時まで、それ以降は延長保育なのか、

朝７時半から午後６時半までで、それ以降が延長保育なのかっていう、

そこの違いは、各保育園の開所時間っていうのは、７時のところもあ

りますし、７時半のところあります。 

８時のところはなかったと思いますけれども、そういう 11 時間を

超える部分については、延長保育っていうのが、今の制度の基本には

なっております。 

新しい制度でも保育の標準時間っていうのが 11 時間、短時間って

いうのが８時間になっていて、11 時間を超えれば、そこは延長保育

ですよというふうな形の制度には、現状そういうふうにはなっている

ところです。 

（保護者） 午前７時から夕方の６時までっていうところで、それ以降を延長

保育にするっていうことなのですね。 

（ 市 ） そうですね。だから午前７時からっていうところもありますし、

７時半から６時半っていうところもあります。 

（保護者） キッズの方は午前７時から夕方の 18 時までっていうところを 11
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時間として、それ以降が延長としたいと。 

（法 人） ６時半からです、料金は。 

（ 市 ） ただ、国に申請する書類としては、午前７時から午後６時までが

11 時間の開所時間です。 

午後６時以降、午後７時までが延長保育時間ですよというふうな形

で国の方には申請したいという、そういう主旨です。 

（法 人） 保護者の皆さんも負担は、６時半以降になるので、６時からいた

だくということではないのです。 

（保護者） 現時点ではね。 

（法 人） はい。 

（保護者） たんぽぽ組のＩですけど、ちょっと教えていただきたいのですけ

ど。この制度っていうのは、民営化されたところじゃないと国の補

助は出ない制度なのですか。 

（ 市 ） 公立はないのです。 

（保護者） 公立はない、今まではやっていなかったということなのですか。

いや、何か単純に考えると、民営化する前であっても、そういうふ

うにしていってしかるべきなのではと、国の制度なのであれば、そ

れは地方都市なのだから、国からもらえるものは、もらっとかなか

いと、色んな財政が厳しいと思うのですけれども、そういうことを

公立の時はしなくて、今するっていうのは、何かあったのかなって

いうのを聞きたかったのですけど。 

（ 市 ） はい。公立は、地方交付税っていうのが国から出ますので、その

交付税の中で、茨木市の交付税は、これだけですと、その中で茨木

市の需要に対応してくださいっていう形で、国からは措置されてい

ます。 

（保護者） はい。 

（ 市 ） 民間さんの場合は、しっかりと、こういう補助制度が決まってい

まして、例えば０歳児ですと、負担金だったら０歳児ですと月額十

数万円とかっていうのが１か月に支払われます。今の延長保育です

と、まず、基本額っていうのがあって、それは 450 万円ぐらいなの

ですけど、基本額っていうのがあります。 

      それプラス、加算というふうなことがあって、30 分だと 30 万円、

１時間だと 130 万円ぐらいっていうのが、増えていくような形にな

っています。 

そういう制度があるのですけど、公立は、それをしたとしても、一

切、その分についてお金はもらえないのです。 
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（保護者） だから変わらないっていうこと。 

（ 市 ） はい。交付税で対応していますからということになっています。 

（保護者） だから、今まで、そういうふうにはしていませんでしたよってい

うことですか。 

（ 市 ） これまでからしていたのですが、民間とは補助の仕組みが違うと

いうことです。 

（保護者） 分かりました。 

（保護者） 今までも、色々伺っていたお話をちょっとまとめたって言うと大

げさですけども、私もちょっと仕事では、経営側の方の立場に立っ

てやっているので、非常に経営面でという問題があること、非常に

よく分かる立場にいると思うのです。 

その立場、観点から見ますと、実際に運営をされるってなると、言

いづらいですけど、やっぱり実際、届け出するのと運営実態って合わ

ないことが絶対あると思うのです。 

建前上はこうしたい、こうしているけど、実態はこういうふうに運

用しているよというのは、どこの企業さん、保育園に関わらず運営と

なると出てくると思うのです。 

もしも私の考えが間違えじゃなかったら、国に申請するためには、

やっぱり補助金とかで手厚く子どもたち、施設に還元できるっていう

メリットであったり、保育所、朝、預けてらっしゃる方の負担金が出

るっていう運営実態と、何とか即すために届け出上は、一応そういう

ふうに７時から 18 時っていうふうに出すけれども、実際の運営とし

ては、18 時半以降に預ける方の延長保育料をもらうっていう運営方

法は変わりませんよという形の認識でよろしいでしょうか。 

間違ってますでしょうか。 

（ 市 ） そうです、はい。  

（保護者） 分かりました。ありがとうございます。 

（保護者） 保育申込書あるじゃないですか。そこには延長保育載っています

よね、開所時間と延長保育時間と。 

（ 市 ） 開所時間です。（延長保育時間の記載はありません。） 

（保護者） 実際は。 

（ 市 ） ６時半からの延長保育料となります。 

      ただ、延長保育料っていうのは、基本的に民営化園をちょっと除

きますけれども、家庭の事情とかを考慮して園長が定めるっていう

ふうになっています。 

保護者の方が選択されるサービスについては、園のほうで料金を定
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めることになっていて、それは、もちろん家計の事情であるとか、そ

ういうのも勘案した形で、地域の実情を踏まえて設定しなさいってい

うことにはなっているのですけど、午後の延長６時から７時にします

けども、６時から６時半は延長料金発生しません。 

６時半から７時までは延長料金発生しますよっていうやり方につ

いては、特に、こういうふうにしなさいというのはないので、それは

保育園で決めていただけるっていうところにはなります。 

      ただ、民営化のところは、保育を継続していただくっていうとこ

ろが、まず１つの大きな条件となりますので、そういう形でさせて

いただければということで、今回、ご提案させていただいたところ

です。 

（保護者） ちょっと私の意見なので、他の保護者の方に気分を害してしまう

かも知れないのですけれども、私の家は７時から７時半って、全然

使わないのですよ。だいたい、８時以降ぐらいに預けに来るのです。 

      今の制度だったら、結局、国からの給付金が増えます。それは保

育に還元されます。７時から７時半に使う人の延長保育がなくなり

ますっていうことは、その人はメリットを享受しているけど、我々

はメリットを享受できないわけじゃないですか。 

何か、ちょっと、そこに少し不公平感があるなって、ちょっと思っ

ていて、保護者から負担がなくなるにはこしたことはないのだけど、

じゃあ負担がなくなるから預けちゃえっていうことが、多分、他の

方々もおっしゃるように、多分、起きると思うので、そこのところは

何かこう、そこに還元するのではなくて、もうちょっと公平に還元し

てもらえるような制度にしてほしいなというふうに、ちょっと思いま

す。 

結局、少なからず、午前７時から７時半の人の負担がなくなります。 

そこに人がさらに増えます。その人たちはその 100 万円からの恩恵

を受けます。 

でも、明らかに受けられない人がいます。であるならば、その 100

万円を使って、例えば、安全対策をやります。 

だからその分、午前７時から７時半これまでどおりもらいますとか、

ちょっと、そういうのは少し考えて欲しいかなって思います。 

これはちょっと法人さんの方にお願いすることになるのかも知れ

ないのですけども、ちょっと何となく、そこに少し私は、違和感を感

じました。 

もちろんメリットがあるからこう変えたいのですっていうのはい
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いのだけど、そのメリットが一部の人しか享受できなくてっていうの

は、ちょっと何か変だなって、ちょっと思いました。 

ちょっとご検討いただければ、その検討の結果、やっぱりそうしま

すだったらそれはそれでいいですけど、ちょっと何か、少しこういう

ふうに変えたいから、とりあえず保護者にメリットを見せようと思っ

て、そこをメリットにしましたみたいに僕は聞こえてしまったので、

そうじゃなくて、もうちょっと、きちんと均等に、公平にメリットが

享受できるようなメリットを示してもらった方がいいのじゃないか

なって言うか、示して欲しいなとちょっと思いました。 

（議 長） よろしいでしょうかね。延長保育の方、ご提案をまずはさせてい

ただいて、この件につきましても、たくさんのご意見、ご要望等も

いただきましたので、説明の中にもあったかと思いますけど、必ず

これを推し進めようとかという考えは持っておりません。 

一方では、先ほどの無料になる部分で、スライドして早くから預け

らっしゃる、その辺の意向の調査、対応が可能かどうかも含めて検討

していく必要がありますので、一旦、今いただいたご意見の方はこち

らのほうに承らせていただいて、それを集約した上で、こちらの方で

整理をして、それでもなお、提案したいとか、それともこのままでい

くのかということは、ちょっと、まだ法人さんも受けとめていただい

て、市と協議をさせてもらって、また、ご報告させていただくという

ような形にさせてもらいたいと思いますが、それでよろしいでしょう

か。 

      じゃあ、一旦、この件については、ご意見を承ったということで

ご了解いただきたいというふうに思います。 

      それでは、最後の案件、４つ目の案件でございます。 

民営化後における保護者の意見についてということで、事前に保護

者の方から一定のご意見をいただいておりまして、それに対する回答

をさせていただきたいというふうに思っております。 

      これはどうさせてもらいましょうか。 

１つずつ、ご質問をいただいて、回答をさせていただくという形に

させていただくか、こちらの方で質問を読み上げさせていただいて、

回答も併せて、こちらの方でさせていただくという方法の方がよろし

いですかね。 

事前にいただいている質問でもありますので、その質問を読み上げ

させてもらって回答させていただく。 

それ以外に、もし、ご意見がございましたら、また後でお伺いする
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という形を取りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

それでよろしいですか。じゃあ、そのような形にさせていただきま

す。じゃあ、法人の方で、お願いいたします。 

（法 人） 質問を幾つかいただいておりますので、順番に読み上げさせてい

ただきます。 

      まず、１点目、２歳児以上のクラスで担任以外の先生の数が足り

ていないのではないですかという、ご質問がありました。 

      朝、夕の時間帯を含め、お子さまの数に対して先ほど人数、大き

な人数はお伝えしましたが、お子さまの数に対して必要な職員を配

置しております。 

      この場をお借りして、長期休職をしている者のお伝えをしたいと

思います。 

まず、長期休職の前に、３歳児、もも組さんに、クラス懇談会でお

伝えはしたのですが、Ｋという者が家庭の事情で退職せざるを得なく

なりました。 

      それで、かわりにＨという者が入っております。玄関の職員掲示

の方はさせていただいていますが、もも組さん以外の保護者の方に

は周知ができていなかったので、この場を借りてお願いをしたいと

思います。 

それに合わせてなのですが、１歳児担任のＳと、４歳児担任のＫが

体調不良で長期の休みが必要となりました。 

そこで、現在なのですが、まず、Ｔ先生がきく組さんの担任として

入ることになりました。 

ＮとＴが担任をしており、これからさせていただきます。 

そこで、現在なのですが、千里山キッズの職員の方が、いわゆるば

ら組、Ｓの方が不在なので、千里山キッズの職員、Ｙ先生なのですが、

また、写真掲示もしたいと思うのですが、先日より、こちらの方に勤

務することになりました。ばら組さんに入っていただく形になります。 

これで職員の処遇も考えて、朝、夕のパートさん配置を２名してお

ります。 

現在、そういった先生と夕方の先生を一定配置しております。 

今後とも、適切な保育園の運営に努めてまいりますので、よろしく

お願いいたします。 

      ２点目です。土曜日の役員会などがあるとき、先生が足りていな

いのではないですか。 

      これにつきましては、その週の火曜日までにいただいております
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名簿をもとにしまして、当該週の職員が水曜日には、保育が必要な

お子さまの数を把握し、職員を配置しています。 

職員配置は、子どもの数に合わせてきちっとやっておりますので、

足りないということはありません。 

次の案件にも関連するのですけど、土曜日保育の表に名前、クラス

から書くのは面倒ですというご意見がありました。 

      以前は、全児童の名簿があって、そこに書き込むということがあ

りましたが、出欠が未確定の方がやっぱり多かったのですね。 

それで、その週の水曜日には、食材の発注をするためにも確実な人

数が把握したかったので、こういう表をお願いしております。 

食材発注だけではなくって、もちろん先ほど申し上げた保育士の配

置というのを確実にしたくて、こういう表にさせていただきました。 

これによって、特に幼児クラスさんが、かなりの人数がありますの

で、もも、きく、ゆりと、それぞれ表をちょっと書き直しいたしま

して、もも組さんのところには、ももとは書かずにいけるような形

をつくり直しました。書式の変更をしております。 

少しではございますが、ご負担が少し軽くなったかなと思うのです

が、こちらの方でご記入いただけるように、今後ともよろしくお願

いします。 

      次の案件です。個人ノートの火曜日、水曜日のサインのみは、子

どもの様子が把握できないっていうことです。 

      従来どおりに、こちら幼児クラスは火曜日、水曜日ともサインの

みでした。 

この火曜日、水曜日は、昨年までもノーノートデーと称しまして、

この時間を利用して、各プロジェクト会議、それからカリキュラム会

議、食育会議、アレルギー会議などを行っております。 

会議以外のときは、イベントの打ち合わせに当たったり、火曜日、

水曜日をそこに充てております。 

ただし、お母さまの方からとか、保護者の方からご質問とか、こう

いうことは、色々とお話をしたいなという案件がありましたら、必ず

ノートに書くなり、お会いしてお話しましょうという形を取っていっ

ておりますので、今後ともよろしくお願いをいたします。 

それに合わせて、お子さまの方から今日の出来事だったり、それか

ら、お友達とのことだったりということを、ぜひ、お家での会話にし

ていただけたらなということも考えております。 

      次です。 
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はだし保育を気候に応じて早めにしてほしい。靴のにおいが別の靴

にまで連鎖するためというご意見をいただきました。 

はだし保育につきましては、例年やっておりまして、今週から始め

ているのですが、毎年の状況、暑さとか梅雨だとか、そういうふうな

状況に合わせてやっていきます。 

      最後になります。アレルギーがありますが、アレルギーのあるお

子さまの保護者の方からの質問です。 

土曜日に間違えて食べてしまいました。土曜日など、担任がいなか

ったり部屋が変わるときにマニュアルを徹底して欲しいです。先生も

丁寧に謝ってくれたし、大きな問題にして欲しくはないが、他の症状

の強い子どもだったらと思うと怖いので、対策をしてほしいというご

意見をいただきました。 

これも、誤食もあってはならないことで、誠に申し訳ございません

でした。 

      アレルギー対応につきましては、アレルギー対応マニュアル各食

事というマニュアルに基づいて、職員に徹底しております。 

アレルギー会議という会議を、今年度より次の月の食品に対して、

前月の末に看護師を中心に、代表の職員が集まって会議を実施してお

ります。 

アレルギーの児童に対して除去する内容とか、気をつけるべき内容

など、確認を行っています。 

      また、あってはならないことなのですが、今回のように誤食が起

こった場合については、記録を取って、誤食の事故発生記録という

ことで、今後の対応に対して再発防止に努めてまいります。 

      また、土曜日については、前日までに職員配置をしておりますが、

アレルギー児の子どもさんの担任が、必ずいるとは限りませんので、

アレルギー児のいる昼食、おやつの提供の確認を看護師と職員が共

に実施しています。 

      今後とも、食事やおやつ、提供するときには、保育士、看護師、

それから給食室の厨房の者が確実に確認をしていくっていうことで、

昨日も申し合わせました。対策を講じてまいりますので、よろしく

お願いします。 

      以上が今、ご質問でした。 

      この中のアンケートを取ったあと２つ、少しありがたいお言葉い

ただいたので、お伝えだけさせていただきます。 

      給食のメニューを見ても、バランスが取れていいということでい
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ただいております。ありがとうございます。 

今後とも頑張って栄養バランスのいい食事を提供すること、どんな

のがいいのか、向上心を持ってやっていきます。 

      もう１点、子どもが民営化により影響を受けたという感じはない。 

水遊びやプールが始まると違いが出てくるかもというふうにあり

ました。これもありがとうございます。 

保育環境の変化をできるだけ少なく最小限に食いとめるっていう

ことで、これからもやっていきます。 

水遊びやプールが始まるとっていうふうにあるのですが、昨日プー

ル遊びをどうするかっていう話もありまして、昨年どおりの状況でや

っていこうということで確認した次第でございます。 

今後ともよろしくお願いをいたします。 

      ごめんなさい、１つ抜けておりました。 

主食費を毎月払うのは面倒であるというご意見を幼児さんの方か

らいただいています。多分、幼児クラスさんだと思います。 

個人によってニーズが違うので、毎月がいい人、一括がいい人、半

年がいい人と、それぞれあると思うのですが、これもこちらからの提

案ではあるのですが、３か月毎か、あるいは半年あるいは１年という

のはいかがでしょう。 

      集計がとても煩雑になるとは思うのですが、やはり毎月毎月は、

ちょっと大変だよっていう声も聞いておりますので、ただ、やっぱ

りうちは１か月ごとでしてほしいということであれば、個人的に対

応していきたいと思います。 

これは、前回の三者協議会でもご意見があった内容で、参考までに

ということで挙手してもらったところ、ほとんどの方がもう固めての

方がありがたいですというご意見はいただいているのですが、今回も

こういうふうにありましたので、３か月、６か月、１年というご提案

をさせていただきますが、いかがでしょうか。 

      以上です。 

（議 長） 今、一定、事前にいただいた質問については、すべて回答させて

いただいたところです。 

今、回答させてもらった案件でも結構ですし、それ以外でも何かご

ざいましたら承りたいというふうに思います。 

（保護者） きく組のＳですが、今までＴ先生が５歳児、６歳児の補助ってい

う形で見ていただいていたのですけど、そのかわりの先生っていう

のはいつおられるかと、あとお願いがあって、数日前から先生が休
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まれているっていうことで、子どもが、何か先生来てないというの

をすごい言っていて、先生に聞いたけど、結構しっかりと答えてく

れなかったっていうのもあったので、ちょっと不安に思っているこ

とがあって、今日、発表されたので、また、今後、子どもたちにも、

しっかりと説明して欲しいです。 

（法 人） 職員のことでは、本当に色々とご迷惑をお掛けしています。 

子どもたちも心配してくれています。 

こちらの方で今回、お話させていただきましたので、来週早々に子

どもたちには、きちっと伝えていきたいと思います。 

      ４、５歳フリーの先生なのですが、今、Ｙという者と千里山キッ

ズからの応援ということで、そちらの方の担当は、この人数でさせ

てもらっています。 

ただ、今後とも定着と言うか、きちっとした形の、この先生が４、

５歳フリーですよという先生でしたいので、今、募集をかけています。 

間もなく決まるんじゃないかなという、ちょっと期待感もあるので

すけど、この時期でしたので、すぐに募集をかけてもなかなか難しく

て、朝、夕の先生で知っている先生に来ていただいたり、Ｙ先生やお

手伝いしていただける先生に来ていただいたりという形で、苦肉の策

を色々とやっていますが、今後も保護者の方の不安がないように、き

ちっと常勤できる職員を今、募集をかけていますので、もうしばらく

お待ちください。申し訳ございません。 

（保護者） もも組のＭ先生から、たまに、市の研修や千里山キッズの用事で

抜けるっていうのを懇談のときに話を聞いたのですけど、そのとき

のカバーはちゃんと入りますっていうのを言われたと思うのですけ

ど。 

（法 人） どの担任ですか。 

（保護者） Ｍ先生が、千里山キッズに出て行ったりして、あと市の研修で、

多分、Ｍ先生が抜けところを入れないかというのを聞いたのですけ

ど、フリーの先生が来てもらっていると思うのですけれども、そう

いう…。 

（法 人） そうですね、現在フリーの先生もいますので、いわゆる研修等で

一担任だけではなくって、研修等で抜けたときは、カバーが入るよ

うな形をつくっています。 

千里山キッズに行くことは、ほぼないので、ごめんなさい、何か、

もしかしたら、ちょっと会議を想像したかも知れないですが、今の

とこそれはないので、そちらの応援ということはまずないので、研
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修等で出るときは、保育に支障がない形をとっています。 

（保護者） それは、前もって分かっている日があるから、そこに充てる人は

もう確保できているっていうことなのですよね。 

（法 人） そうですね。研修は前もって分かっているので、そこにだれが入

って補うかということは、前もってつくれると言うか。 

（保護者） 確保してある…。 

（法 人） はい。 

（保護者） 一人の先生がご家族の事情で、一人の先生が体調不良でってこと

がありましたけれども、たまたまかも知れませんし、ご自身の体調

の自己管理ができてなかったりとかって言うところなのかも知れな

いですけども、やはり過剰な勤務っていうところは先生も、あと民

営化をするに当たって、今、公立の先生、Ｋ先生を初め、看護師さ

んや引き継ぎの保育士の方が、まだ４月でいる段階でもこういった

状況が起きてるっていうところ、あと去年から引き継ぎ保育で来て

いた先生が辞められているとかもありますので、引き継ぎ、去年の

下穂積保育所っていうところを知った上で、今年度、頑張ろうって

言った先生も辞められているっていうこともありますので、やはり

民営化自身が、自体の問題がどうのこうのっていうのも、今は、も

うあれですけれども、しっかりとした準備が必要だと思いますし、

人材確保っていうところも今、先生たち大変だと思いますが、この

スピードについていけてないような現状は浮き彫りになってますの

で、その辺は今後、民営化を進めていこうと考えていらっしゃると

思うので、そこはちゃんと重く受けとめて、過剰な労働じゃなかっ

て、たまたまかも知れませんが、民営化の今、移行期間で先生もい

る中でこういったことが起きたっていうところは、市側もしっかり

受けとめて、今後、保育所民営化されていきますので、スピードだ

けではなく、やはりソフト面をしっかりしないと、降りかかってく

るのは子どもたちですので、安全な、そして安心な保育所っていう

ところは、民営化でもやり続けなければいけないので、移行期間も

やらないといけないので、今後もやらないといけないので、そこは

やはりどうしてそういったことになったかっていうところ、今後の

対策もやっぱり検討しないといけないと思います。 

（ 市 ） ありがとうございます。 

（保護者） うちも下の子は、アレルギーが多いので、とても多い子なので、

やっぱりちょっと誤食は正直ちょっと、アレルギーの数値もそんな

によくなく、高かったりするので、気を付けていただきたいなと思
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います。 

土曜日で先生がいない、担任の先生がいたら、やっぱり、ちょっと

安心なのですけど、いないっていうときは、もう違うのは分かってい

るので、どの先生にも、難しいかも知れないんですけど、どの子がア

レルギーがあるっていうのを、やっぱり、きちっと把握していただい

て対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（保護者） アレルギーの誤食の件で、私ずっと引っ掛かっててなのですけど、

多分、ごめんなさい、民営化する前から、きっとそういうことって

あったと思うのです。 

三十何年、多分、公立ってあるはずなので、多分、そういうときに、

どういう対策を講じてきたのかっていうのは、きっと再発防止ってい

うのは、必ずされてると思うのですね。 

特に、公立だったら余計、多分、そういうのを何とかかんとかって

うるさいでしょうから、きっとそういうことをやってきてると思いま

す。 

法人さんの千里山キッズでもそういうことがあって、多分そういう

再発防止のやり方とかっていうのが多分いっぱい、ずっと面々と受け

継がれたものがあると思っています。 

そういうことが民営化されたことによって再発するっていうこと

は、多分、許されないことだと思うのですね。 

それは民営化を理由にしちゃいけないと思っていて、だから、そこ

らへんって、ちょっと、僕は、そういうのよく分かってないですけど

も、情報の共有とか、そういうことが十分になされてないとか、そう

いうことはないでしょうか。 

何か、単純に誤食しましたっていうのって、何かこうニュースとか

でもよく聞くわけですよね。よく聞くのだけど、何か、ああいうのっ

て、そんなしょっちゅう起こっちゃいけないことだけど、よく起こっ

ているじゃないですか。 

何か、再発防止ってあったけど、そこら辺が、情報共有がされてな

くて、他の先生になったらだめでしたとか、年度が変わったら、そこ

が引き継がれていませんでしたとか、あとは、例えば、今回みたいに、

民営化で先生がごろっと入れ替わったことによって、今まで、出来て

いたことが出来なくなって、また再発しましたとかっていうのは、や

っぱり起きちゃいけないことだと思いますので、そこら辺の情報共有

とかができているのかな、ちょっと少し不安になりました。正直なと

ころ。なので、そうしたところっていうのは、法人さんで、千里山キ
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ッズの方のノウハウもあるでしょうし、こっちに来てっていうのもあ

るでしょうし、あとは市の方で、今までやってきたというのもあるで

しょうから、そういったとこのやり方は違うかも知れない、再発防止

策は違うかも知れないけど、きっちりと同じことが起きないような有

効な再発防止っていうのを、しっかりやってほしいなっていうふうに

ちょっと思いました。お願いします。 

（保護者） アレルギーっていうのですけども、間違えてお子さんが食べてし

まった保護者さんから提案がありまして、土曜日は別のクラスで給

食を食べたりするので、ふだん机に名前とアレルギーの表が貼って

あるのですけども、担任の先生も土曜日はおられなかったり、席が

変わるっていうことで、ランチョンマットを、アレルギーの子用に、

ランチョンマットみたいな、紙でもラミネートでもいいのですけど、

そういうのをつくって、アレルギーの表を貼って、それを持って土

曜日の席につくっていうことをやってはどうかなっていう提案があ

りました。 

（法 人） お子さんたち、アレルギーの子が分かるように。 

（保護者） はい。 

（法 人） この子はアレルギーだよ、だれが見てもわかるようなランチョン

マットを使用したらいいといいうことですね。 

（保護者） そうですね、机がわりにこうアレルギーのこう表が入る、名前と

表が入って。 

（法 人） テーブルにちゃんと貼りつけてあるのですけど、部屋が変わると

それができなくなるのでっていうことですね。 

（保護者） これは保護者さんからの他の意見の追加分なのですけれども、４

月の頭にした門扉の取替えにつきまして、工事のときにこう、やっ

てくれるような事前アナウンスが欲しかったっていうのと、あとち

ょっと、ペンキの有機溶剤臭が気になったっていうことがありまし

て、できればゴールデンウイークなどの長期休暇のときにそれがあ

ればよかったかなという意見と、あと先ほどの子どもが１人で帰っ

た件について、とりあえず啓発のポスターなどを貼ってはいかがか

と、門を必ず閉めてくださいみたいな感じの、そういう感じで意見

が出ております。 

（ 市 ） 引き継ぎで残っていますＫです。今、土曜日のアレルギー食の誤

食の件なのですけども、情報の共有がきちっとなされているのかっ

ていうことで、少し言い訳みたいに聞こえたら申しわけないかなと

は思うのですけれども、土曜日の勤務体制が昨年の公立までと、今
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年度、民営化してからの体制がちょっと変わっているのです。 

と言いますのも、去年までの公立保育所の場合、正職が半数と臨職

さんが半数ぐらいだったのですけども、臨職さんは月曜から土曜まで

勤務だったのです。 

      土曜日には、半日、午前勤務の方と午後勤務の方っていうことで、

誰かしら臨職さんが出勤している。 

      正職は週休２日っていうことで、土曜出勤の人数は限られていた

のですけども、今年度キッズさんに変わられてからは、ほぼ正職の

方、十何人、今まで、本当に、正職さんと臨職さん少なかったので

すけども、キッズに変わってからは、正職の方が、もう倍ほどに増

えていますので、正職の方が週休２日制っていうことで、土曜日の

対応に当たっているのです。 

臨職さんは、基本的に、月曜から金曜が出勤で、土曜日の出勤がな

いのです。 

そうすると、去年、公立保育所のときには、クラス２人ないし、４

人の担任がいる中で、だれかしら１人が出勤している状態があったの

ですけども、今年度は、そういう形での週休２日の体制を取っている

中で、必ずしも各クラス、０から５歳までの各クラスの担任がそろっ

ている状況にはないのです。 

そこら辺の違いもちょっとあるかなということで、去年までは、だ

れかしら担任が、正職か臨職さんかっていうことで、そのクラスの担

任の先生がいることが多かったのですけども、今年は、ちょっと担任

がいるっていうことが、減っているっていうところで、特にやっぱり

新しい先生が多分、増えた中で、きちっとアレルギーの確認は、して

いたのですけども、たまたま、ちょっとそういう漏れがあって誤食が

起きてしまったっていうこともあったのです。 

      今、先ほどお話ありましたように、アレルギー会議っていう、も

う前年度までは、担任と看護師と給食室とっていうことでしていた

のですけれども、今年度からのアレルギー会議には、担任以外、各

クラスから１名ずつが出て、自分のクラスの中に、アレルギーの子

どもさんがいなくても、必ず、きちっと情報共有して、クラス代表

は出るのですけども、クラス代表が出た後に、クラスに戻ってきち

っと、クラスの職員全員に伝えるっていう対策も取っていますし、

本当にあってはならないことではありますが、去年と今年と、また

体制が変わったところで、どこに気をつけていけばいいか、どうい

うところがやっぱり問題なのかっていうことまで検証してやってい
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きますので、ご理解いただきたいと思います。 

（議 長） よろしいでしょうか。 

      じゃあ、最後になります。引き継ぎ保育について、北川保育幼稚

園課の副主幹のほうからご報告させていただきたいと思います。 

（ 市 ） では座ったままで失礼させていただきます。 

      お時間の方もちょっと長くなってしまっていますので、できるだ

け簡潔にとは思っています。 

      役員会、４月、５月の役員会がありまして、役員会の中では簡単

に、現状ということでお話をさせていただいてきたので、少しお耳

にされている方もいらっしゃるかなと思うのですけども、まず引き

継ぎ保育ということで、保育士が４名と看護師が１名、５名が４月

から残っています。 

      一旦、本庁のほうに出勤しまして、９時から５時の間、こちらの

保育園に来させていただきます。 

      本庁からこちらの方に来て、夕方５時になって、また、本庁に帰

って、本庁のほうで報告書を書くという毎日なのですけども、その

中で、４月、５月は、まず、４月ですね、４月、４名の保育士と看

護師、５名で来ているのですけども、本来は全部のクラスに入れた

らいいのですけども、なかなかちょっと、そこまでいかないってい

うところでは、今年度、４、５歳にＴ先生がフリーという位置づけ

がありましたので、４、５歳の幼児さんの方に、ちょっとごめんな

さいということで、特に、やっぱり乳児さんの方が、新しい子ども

さんが増えて、例年、この営化っていうことではなくて、例年やっ

ぱり、４月は、どのクラスも新しく担任も変わり、クラスも変わり、

子どもたちも、職員も新しい１年をスタートさせるっていうことで、

なかなか落ちつかない中で、特に、乳児さんの方にちょっと手厚く

ということで、０歳児にＳ、１歳児に私と看護師Ｈ、２歳児にＮ、

３歳児にＭということで、固定で位置づけをしました。 

４、５歳の方は、先ほど話にありましたように、０歳児の方が 10

対４ということで、Ｓ先生の方が、０歳児を見ながら、時々やっぱり

お休みの方もあったりしたのと、人数的に今日はいけますよっていう

ときは、Ｓ先生が幼児の方を見るというような形だったのですけども、

あとの１歳から３歳の方は、もう固定で、毎日そちらの方に入って、

保育を見守るっていうよりも、担任と一緒に保育していました。 

それは、民営化だからっていうことではなくって、例年４月は、ど

の公立の保育所でも一緒なのですけども、てんやわんやで、特に０歳、
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１歳は、新しい子どもさんが増える中で、フリーの職員、看護師、所

長っていうのが、いつも入っているのです。 

それは、もう例年と変わりないと思っていただいていいと思います。 

４月を過ごしました。連休明けて５月になりまして、ちょっと子ど

もたちも、職員の先生たちも様子が分かってきて、落ちついてきたか

なっていうところで、午前中は設定保育もありますので、その時間、

お昼までは４月と変わらずに、入り込んで担任の先生と一緒に過ごし

ながら、ちょっとずつ様子を見て、もし引けると言うか、手を貸さな

くっても、担任の先生たちでできるようであればちょっと見守るって

いうことも増やしながらという形で保育していました。 

５月に入って、お昼寝以降は、担任の先生たちでも回せるようにな

ってきていますし、また、やっていっていただけるようにお願いした

いなということもありましたので、５月に入って、連休明けからは、

午後からは、引き継ぎ保育士たちの方は、ちょっと違う作業、また別

のところで残った先生方をお手伝いできればということで、部屋のほ

うの環境設定で、ここについ立を立てたいのだけどもっていうことで

牛乳パックを組んでつい立てを作ったり、０、１歳さんでこんな手づ

くりおもちゃを作りたいのだけど、保育がいっぱいで作れないのです

っていうこととか、募集をかけました。 

何かして欲しいことがあったら、作業であったりとか、作り物であ

ったりとかっていうことで、何か手助けできることが、まずは、やっ

ぱり残っている先生方、新しい先生であれ、子どもたちとの時間をし

っかり取っていただきたいっていうことで、子どもの側にいることで、

できないようなことがあれば、私たちの方でしたいっていうことで、

午後からは作り物であったりとか作業であったりっていうとこに少

し時間を充ててきました。 

そのあたり、４月、５月、こんな言い方をするのもおかしな話なの

ですけども、すごく、何かスムーズだなと思っていました。 

引き継ぎ保育士の方も、すごく居心地よく居させていただいて、去

年の臨職さんがたくさん残って、こう顔見知りが多いっていうことも

ありますが、キッズの先生方が、しっかり本当に、キッズの職員の先

生方と同じように受け入れていただいて、同じように動かせてもらっ

て、私たちも大きな、本当に大きな顔をして自分の保育園のように過

ごさせてもらっている中で、キッズの先生と引き継ぎ保育士とってい

うことで協力して４月、５月っていうのは順調に過ごせたかなと思っ

ています。 
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６月に入ったところら辺から、色々、ちょっと先ほどの園の外に出

てしまうっていう事件があったり、あるいは体調崩して休まれている

先生がいて、どうしても、そこに欠員ができてしまうっていうことで、

少し職員、キッズの先生方がちょっとしんどくなっているかなってい

うのが正直ありました。 

というのも、今になって思えば、初めから頑張り過ぎたかなってい

うのが、ちょっと正直な意見なのです。 

去年の臨職の先生方がたくさん残っていたので、去年の保育がこう

だったっていうことが、はっきり分かる方が多いのですね。 

そうすると、やっぱりどうしてもそうしなければ、去年の今の時期

には、これをしていたからこれをしないと、あれをしないと、これを

しないと、それを新しい先生に伝えていかないとっていう、すごく何

かそういう思いをいっぱい描いて、頑張らなくっちゃっていう姿があ

ったのですね。 

新しい先生たちは、それについていかないとっていうことで、もち

ろん一生懸命頑張ることは大事なのですけど、ただ、ちょっと初めか

ら、こう力を入れて頑張り過ぎたかなっていうところが６月になって

ちょっと疲れが出てくるのと、また、そういうアクシデントが重なっ

たことで、ますます、こう緊張感が４月に比べて以前よりも、また、

ここでもう１回気をつけないという緊張感が出ているので、少し先生

たちの顔が険しくなることが多いかな、大丈夫かなっていうところで

は、笑顔がちょっと減ってきたかなというふうに、少し思っています。 

保護者の方に、こんなこと言うのは申し訳ないのですが、本当に、

正直なところ、それはよかれと思ってしていることなのです。 

ここのキッズの先生たちが、私たちが頑張って、ここを引き継いで

いくって決めたのだから、新しい先生方も、ここで民営化してやって

いこうって決めたのだから、頑張らないという思いが、ちょっと大き

くなり過ぎたかなと、残った臨職の先生方にとっては、今まで９時、

５時勤務だったのが、やっぱり変則に入って、早出があったり遅出が

あったりということで、まず、勤務時間が変わってくる。 

クラスのリーダーとして引っ張っていかなければという大きな責

任があるのと、今、声をかけて、４月、５月、すごく順調だなと思っ

た私がいけなかったなと、もっと、そのときにちょっと方の力を抜い

て、そのために私たち引き継ぎ保育士がいるのかなって、今、思って

いるのです。 

１月から３月は、週１回の巡回のような形にはなりますけども、12
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月までは、保育士が居ますので、日数はちょっと減ってくるのですけ

ど、今、頑張らないとっていうのではなくって、やっぱり１年かけて

新しい先生方も、残った臨職の先生方も、こうやって土台を作ってい

くのだっていうところで、そのために私たちができることは、どんど

ん手伝っていって、今、きっちりとできなくてもいいじゃないかなと

思うのです。 

一生懸命、基本って言うか、公立保育所としてこういうことをやっ

てきたよ、何よりもやっぱり、子どもたちとしっかりと向き合ってほ

しいと思うのです。 

色んな、そういうほかのことに気を取られて、何か、こう先にしな

ければならないっていう気持ちが、先にちょっと立ち過ぎてしまって

いるので、ここらで一旦、ちょっと肩の力抜きましょうっていうこと

で、きょうも三者協議会が終わった後に、お話をしたいなと思ってい

るのです。 

キッズの先生方は、私たちにすごく気を使っていただいて、引き継

ぎの先生に頼ってはいけない、手伝ってもらって、見守ってはもらう

けど、やっていくのは自分たちなんだって、おっしゃるのですけど、

いやいや、一緒にやっていきましょうよっていうことで、その中で、

やっぱり、見るのとするのとでは全然違うのです。 

今までも、例えば、行事のときでも、誕生会とかでも、やっぱり正

職の職員が、ベテランで年齢（経験）もありますので、本当に経験豊

富なのです。なので、例えば誕生会１つでも、１回打ち合わせをして、

あれをしようね、これをしようねって、あっ、わかった、わかったっ

ていうことで、当日バンといけるのです。 

もし、何か、アクシデントがあっても、そこはアドリブで返せると

ころがあったりとか、ああ、ここまずいなと思ったらやめるって、応

用がきくんです。 

でも、やっぱり新しい先生は、すごく今、一生懸命で、誕生会１つ

でも、もう綿密に打ち合わせをして、今、何をしたらこうする、これ

をこうして、こうして、大丈夫、大丈夫って、すごく緊張しながら、

また、それをすごくいいなとも思うのですけど、その反面でやっぱり、

そこですごく、こう余裕がなくなってしまうところがあるので、そこ

ら辺で、色んなことを私たちが１年かけて伝えていって、一緒にやっ

ていけたらいいなって思っています。 

      済みません、何か、ちょっと取りとめのない話になって、申し訳

ないのですけども、ちょっと、もう６月も終わるのですけども、先
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ほどありましたように、水遊びやプール遊びが始まると、また、違

いが出てくるかなっていう保護者の方の意見もあったということな

のですが、今度は、本当にプール遊び、水遊びが始まって、また、

十分に気を付けないと、危険が伴う遊びが始まりますので、そこら

辺では、少し子どもたちを、ちょっと余裕を持って見られるように、

しっかりと落ちついて、やっぱり、何よりも理事長先生もおっしゃ

ってたと思うのですけども、笑顔のたえない保育園っていうのが、

大事だと思いますし、余り、こう肩に力入れて頑張ろうではなくて、

ほっと、ちょっと一息ついて、子どもたちとゆっくりと安心して安

全に過ごせる保育園になれるように、私たち引き継ぎ保育士は、も

うちょっと頑張っていきたいなと思っています。 

（議 長） 今、引き継ぎ保育の現状につきまして、北川副主幹のほうからご

説明を申し上げました。 

      何かこの件について、ご質問等ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

      そうしましたら、本日の案件につきましては、これですべて議了

いたしました。 

      案件以外で何かございましたら承りたいと思いますが、よろしい

でしょうか。大丈夫ですか。 

      それでは、本日の三者協議会、大変長くなってしまいまして申し

訳ありません。長時間にわたりまして、ご協力をいただき、ありが

とうございました。 

      では、本日はこれで終了させていただきたいと思います。ありが

とうございました。 

 


